
（別添３） 

「農業者年金事業農業協同組合事務取扱要領」の一部改正新旧対照表 

                                                                                                    
（傍線の部分は改正部分） 

改 正 後 現 行 

農業者年金事業農業協同組合事務取扱要領 

 

平成 15 年 10 月１日制定 

令和５年 12 月 15 日最終改正 

 

第 １ 章 総則 

 

（目的） 

第１条 この事務取扱要領は、独立行政法人農業者年金基金法（平成

14 年法律第 127 号。以下「法」という。）、独立行政法人農業者年金

基金法施行令（平成 15年政令第 343 号。以下「令」という。）、独立

行政法人農業者年金基金法施行規則（平成 15 年農林水産省令第 95

号。以下「規則」という。）、独立行政法人農業者年金基金業務方法書

及び業務委託に関する契約に定めるところにより、農業協同組合が処

理する農業者年金事業及びこれに附帯する業務の事務取扱についての

基準を示すことを目的とする。 

 

第２条・第３条（略） 

 

第 ２ 章・第 ３ 章（略） 

 

第 ４ 章 被保険者に関する事項 

第１条～第 20条（略） 

 

（資格喪失届出書等の処理） 

農業者年金事業農業協同組合事務取扱要領 

 

平成 15 年 10 月１日制定 

令和５年２月 27 日最終改正 

 

第 １ 章 総則 

 

（目的） 

第１条 この事務取扱要領は、独立行政法人農業者年金基金法（平成

14 年法律第 127 号。以下「法」という。）、独立行政法人農業者年金

基金法施行令（平成 15年政令第 343 号。）、独立行政法人農業者年金

基金法施行規則（平成 15 年農林水産省令第 95号。以下「規則」とい

う。）、独立行政法人農業者年金基金業務方法書及び業務委託に関する

契約に定めるところにより、農業協同組合が処理する農業者年金事業

及びこれに附帯する業務の事務取扱についての基準を示すことを目的

とする。 

 

第２条・第３条（略） 

 

第 ２ 章・第 ３ 章(略） 

 

第 ４ 章 被保険者に関する事項 

第１条～第 20 条（略） 

 

（資格喪失届出書等の処理） 



改 正 後 現 行 

第 21 条 

（１） （略） 

（２） 被保険者が令第 31 条第３項に基づく申出を行った場合は、規

則第 81 条の２の申出書が添付されているか確認すること。 

 

（３） 被保険者証を届出者に返付すること。 

 

第 21条の２～第 26条（略） 

 

第 ５ 章（略） 

 

第 ６ 章 保険料に関する事項 

 

第 40 条～第 46条（略） 

 

（農業者年金保険料還付金振込先申出書の処理） 

第 47条 農業者年金保険料還付金振込先申出書を受理したときは、次の処

理をした上、農業委員会に送付するものとする。 

（１）還付金振込先申出書に記載された氏名、生年月日、住所及び被保険

者証の記号番号を被保険者名簿等により確認すること。 

（２）同時に受理した資格喪失届出書等において、令第 31条第３項に基づ

く申出が行われていること。 

（３）還付金振込先に指定された金融機関名、金融機関コード、貯金種

目、口座番号及び口座名義人が記入されていることを確認した上、Ｊ

Ａ記入・確認欄に☑を記入すること。 

 

第７章 

（個人情報の適切な取扱い） 

第 48条（略） 

第 21 条 

（１）（略） 

（新設） 

 

 

（２） 被保険者証を届出者に返付すること。 

 

第 21 条の２～第 26条（略） 

 

第 ５ 章（略） 

 

第 ６ 章 保険料に関する事項 

 

第 40 条～第 46条（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 

（個人情報の適切な取扱い） 

第 47条（略） 



改 正 後 現 行 

 

（情報セキュリティ対策の実施） 

第 49条（略） 

 

（別表１）（略） 

（別表２）（略） 

（別表３） 

  

保管する書類の名称 保存期間 

農業者年金政策支援加入不該当発生 
見込通知 

認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続に係る農業者年金被保険者 
資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送付 
を受けた日から１年間 

政策支援加入者に係る諸届出未提出 
者一覧表 

認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続きに係る農業者年金被保険 
者資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送 
付を受けた日から１年間 

農業者年金被保険者記録確認リスト 不整合になった資格記録等の訂正手続きに係る農 
業者年金被保険者資格関係処理決定通知書又は処 
理結果一覧の送付を受けた日から１年間 

政策支援区分４又は５の者のうち青 
色申告者にならなければならない者 
一覧 

青色申告者になる約束の達成の有無に係る農業者 
年金被保険者資格関係処理決定通知書又は処理結 
果一覧の送付を受けた日から１年間 

未分類者リスト 認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続きに係る農業者年金被保険 
者資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送 
付を受けた日から１年間 

納付下限額の特例を受けた 35 歳到 
達予定者一覧表 

35 歳到達後の保険料額の変更に係る処理結果一 
覧の送付を受けた日から１年間 

納付下減額の特例を受けた 35 歳到 
達者一覧 

 

送付を受けた日から 1 年間 
ただし、新たな一覧の送付を受けた時点で旧一覧 
を速やかに廃棄する 

 

（情報セキュリティ対策の実施） 

第 48条（略） 

 

（別表１）（略） 

（別表２）（略） 

（別表３） 

  

保管する書類の名称 保存期間 

農業者年金政策支援加入不該当発生 
見込通知 

認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続に係る農業者年金被保険者 
資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送付 
を受けた日から１年間 

政策支援加入者に係る諸届出未提出 
者一覧表 

認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続きに係る農業者年金被保険 
者資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送 
付を受けた日から１年間 

農業者年金被保険者記録確認リスト 不整合になった資格記録等の訂正手続きに係る農 
業者年金被保険者資格関係処理決定通知書又は処 
理結果一覧の送付を受けた日から１年間 

政策支援区分４又は５の者のうち青 
色申告者にならなければならない者 
一覧 

青色申告者になる約束の達成の有無に係る農業者 
年金被保険者資格関係処理決定通知書又は処理結 
果一覧の送付を受けた日から１年間 

未分類者リスト 認定農業者の再認定、他の政策支援加入又は通常 
加入への変更等の手続きに係る農業者年金被保険 
者資格関係処理決定通知書又は処理結果一覧の送 
付を受けた日から１年間 

（新設） 
 

 

納付下減額の特例を受けた 35 歳到 
達者一覧 

 

送付を受けた日から 1 年間 
ただし、新たな一覧の送付を受けた時点で旧一覧 
を速やかに廃棄する 



改 正 後 現 行 

保険料振替不能該当者一覧 
保険料口座振替停止者一覧 
 

送付した月の属する年度の翌年度末まで 

加入推進名簿 作成した事業年度末から１年間 
ただし、補正した場合は、当該事業年度末から１ 
年間 

新農業者老齢年金受給可能者一覧表 
（リストＡ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

新農業者老齢年金未裁定者一覧表 
（リストＢ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

特例付加年金受給可能者一覧表 
（リストＣ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

特例付加年金未裁定者一覧表 
（リストＤ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

その他個人情報を含んだ送付書類 基金から特に指示している場合を除き、送付を受 
けた日から５年間 

 

 

保険料振替不能該当者一覧 
保険料口座振替停止者一覧 
 

送付した月の属する年度の翌年度末まで 

加入推進名簿 作成した事業年度末から１年間 
ただし、補正した場合は、当該事業年度末から１ 
年間 

新農業者老齢年金受給可能者一覧表 
（リストＡ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

新農業者老齢年金未裁定者一覧表 
（リストＢ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

特例付加年金受給可能者一覧表 
（リストＣ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

特例付加年金未裁定者一覧表 
（リストＤ） 

送付を受けた日から１年間 
ただし、新たなリストの送付を受けた時点で旧リ 
ストを速やかに廃棄する 

その他個人情報を含んだ送付書類 基金から特に指示している場合を除き、送付を受 
けた日から５年間 

 

附則（令和５年 12月 15 日） 

（実施期日） 

この改正後の通知は、令和６年１月１日から実施する。 


